
日本船主協会第 70 回通常総会の概要 
～武藤新会長を選任～ 

 
日本船主協会は第 70 回通常総会を平成 29 年 6 月 16 日(金)午後 1 時より、海

運クラブにおいて開催した。 
工藤会長が議長となり、以下の議案について審議を行い、いずれも原案通り

可決承認した。 

 
第１号議案 平成28年度事業報告および決算 

第２号議案 平成29年度事業計画および収支予算 

第３号議案 決議 

第４号議案 役員の選任 

 
役員の改選期となる今回の通常総会では、以下の会長・副会長を選任した。 

 
 

日本船主協会 平成 29 年度基本方針 

 
わが国海運企業の使命は、「安定的な海上輸送サービスの提供を通じて国民生

活や産業活動を支え、ひいては世界経済の健全な発展に資すること」である。 
しかしながら、外航海運は、世界単一市場の中、常に激しい国際競争裡にあ

り、特に定期船部門では、未曾有の不況下、一昨年来、わが国海運企業を含む

グローバル規模での合従連衡を通じた経営合理化を余儀なくされ、事業環境は

大きく変化している。このような環境下、諸外国の海運企業と伍していくため

には、国際競争条件の均衡化が 低限必要であるが、海運税制をはじめとする

わが国の制度は諸外国に比し未だ同等と言えない状況にある。 

会 長 商 船 三 井 取 締 役 会 長 武 藤 光 一(新) 
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また、内航海運は、近年、トラックドライバー不足のわが国産業活動に及ぼ

す影響が顕著となりつつある中、国内物流の担い手として一層期待されている

が、従来から船舶・船員の深刻な高齢化の問題を抱えており、その使命を果た

すことに支障を来す惧れがある。 
わが国海運企業は上記のような問題を抱えているが、中長期的にその使命を

果たしていくには、将来の優秀な海事人材を確保することが極めて重要であり、

そのためには海運の重要性に関する認知度向上に向け、広く一般を対象とした

広報活動とともに、学校教育において適切に取り扱われるよう関係各方面に働

きかけることが必要である。 
一方、船舶の安全運航の確保および地球環境の保全に関する取り組みは海運

企業にとり当然の責務であり、その徹底に努め、広く社会に貢献していく必要

がある。 
当協会は、わが国海運企業がこの課せられた使命を果たすことができるよう

国内の関係者および ICS（国際海運会議所）、ASA（アジア船主協会）等の国際

海運団体と連携しつつ、以下の課題に取り組む。 

 
記 

 

１．海運の重要性に関する認知度向上 

 
２．外航および内航海運を担う優秀な海事人材の確保 

 
３．外航海運の経営環境整備 
 トン数標準税制拡充の着実な実施、登録免許税・固定資産税の特例など 

海運税制の維持・改善 
 海洋基本計画の見直し 
 必要な政策金融の確保 
 スエズ・パナマ運河通航料の不合理な引き上げの抑止 
 外航船社間協定に対する独禁法適用除外制度の維持 

 
４．航行安全の確保と地球環境の保全 
 国際海運における地球温暖化対策、大気汚染対策およびバラスト水管理 

条約への意見反映 
 ソマリア沖・アデン湾等諸海域における海賊問題への対処 
 マラッカ・シンガポール海峡の航行安全確保 
 わが国および主要船舶解撤国によるシップリサイクル条約早期批准 
 水先諸問題の解決 

 



５．内航海運の経営環境整備 
 カボタージュ制度の堅持 
 老朽船の代替建造の促進 
 内航海運へのモーダルシフトの促進 

 
以上決議する。 

平成 29 年 6 月 16 日 
一般社団法人日本船主協会 第 70 回通常総会 

 

日本船主協会 第 70 回通常総会 武藤会長挨拶 

 

この度、皆様のご推挙により日本船主協会の会長に就くこととなりました武

藤光一でございます。なにぶん、力不足でありますので、皆様方のお力添えを

賜りまして、大任を果たしてまいる所存でありますので、ご指導、ご協力の程

何卒お願い申し上げます。 

 

工藤前会長におかれましては、2 年間の在任期間中に持ち前の行動力を存分に

発揮されまして、本船見学会など、様々な行事を展開し、国民の皆様に対する

広報活動を積極的に推進するなど、我が国における海運及び海事クラスターの

認知度向上に尽力されました。また、10 年に 1 度行われる小中学校の学習指導

要領の改訂にあたって、海事産業の重要性を盛り込んでいただけるようになっ

たことは、画期的なことでありました。教育の現場で海運の大切さを認識して

もらえるようになるものと確信しております。2017 年税制改正におきましては、

トン数標準税制の再拡充を含む 5 つの要望事項が同時に改正時期となりました

が、全要望事項を認めていただくという目覚ましい結果を残されました。もち

ろん、これらは、国会議員の先生方や国土交通省の皆様、そして造船業界をは

じめ海運に関わる多くの方々、更には国民の皆様のご理解を得て結実したもの

ではありますが、工藤前会長のリーダーシップが果たされた役割も大きかった

ものと敬意を表するとともに感謝申し上げます。 

また、小田前副会長におかれても、会長を支え、様々な施策実現にご尽力を

頂きました。この場を借りて御礼申し上げる次第です。 

 

さて、これからの課題ですが、これは、ただ今決議されました平成 29 年度基

本方針通りでありますが、若干補足いたしますと、工藤前会長が一丁目一番地

として推し進められた我が国海事産業の重要性の認知度向上は、いろいろな施

策を進める上での基盤となるものであり、短期間に大きな成果が出るものでは

ありませんので、引き続き重点課題として取り組んで参ります。 

我が国の電力、ガス、石油、化学や製鉄、そして食糧などは国民経済および



国民生活にとって基本的且つ重要なインフラ産業でありますが、これらに共通

して必要なのは安定して原材料を運ぶ海運サービスであります。我々海事産業

は、縁の下から、これらの重要インフラを支える存在であり、海運がインフラ

のインフラなどと言われるゆえんでもあります。 

また、海運は海事立国日本の海事クラスターの中核という役割も担っており

ます。大都市圏や船主・造船所の多くが存在する地域においての海事クラスタ

ーのすそ野は広く、我々はそれら産業の振興に大いに貢献しております。 

このような海運、海事クラスターの重要性についてさらに認知度を高めるべ

く、様々な活動に引き続き注力して参ります。 

 

海事産業の重要性の周知を図りつつ、我々を取り巻く目下の課題について取

り組んで参ります。 

まずは、外航海運の経営環境整備です。今般、国会議員の先生方や国土交通

省の皆様など多くの関係者のご尽力、ご支援により成立した改正海上運送法に

基づくトン数標準税制の再拡充が滞りなく実施されることを注視したいと存じ

ますが、現下における外航海運を取り巻く厳しい環境も考慮いただけることは

大きな支援となります。一方、日本籍船、日本人船員を保有、雇用するのは、

日本の海運であり、日本の海運が健全に生き残らなければ、本税制の本来の目

的達成も困難となります。将来、日本の海運が、日本に基盤を置いて、外国の

船会社と同等な条件下で戦えるイコールフッティングの実現に向けて引き続き、

ご理解をいただけるよう関係者に働きかけをしていきたいと思います。 

また、今年度末に期限を迎える国際船舶に係る登録免許税と固定資産税の軽

減措置の延長にも努めます。 

 

次に外航、内航、水先、海洋事業などにおける将来を担う海事人材の確保で

す。国土交通省、船員教育機関、全日本海員組合など多くの関係者が精力的に

活動しておられ、頼もしく思いますが、当協会としても、それら関係者と連携

して、海運の重要性、魅力につき若者に訴え、海に興味を持つ若者の分母を増

やす活動を進めていきたいと思います。また、日本の外航海運を支える外国人

船員の確保、育成についても官労使で協調して取り組んで参ります。 

 

環境を巡る諸問題につきましては、大気汚染防止対策、地球温暖化対策、バ

ラスト水管理などあります。世界単一市場での競争を前提とする国際海運にお

いては、旗国による差別がないようにすることが求められ、また、海事産業に

行き過ぎた負担が求められるようなことが無い様、国際的な議論の動向に注視

し、意見をしていきます。また、大気汚染物質の一つである硫黄酸化物、いわ

ゆる SOx の規制においては、2020 年 1 月という期限が設けられておりまして、

事業が滞りなく行われるよう、世界の港における適合油の確保、スクラバー排



水の環境評価など当協会としても積極的に参画して参ります。 

 

ソマリア沖・アデン湾の海賊対処では、関係省庁また関係諸国の絶大なるご

尽力によりまして、海賊発生件数の抑え込みが図られ、感謝申し上げます。し

かし、依然、ソマリアの貧困問題は解決しておらず、潜在リスクは高いままで、

今年に入って何件かの海賊行為が見られます。引き続き、本活動にご理解をい

ただけるようお願いをして参りたいと思います。また、フィリピンのスールー

海などにおいて新たな海賊リスクが生まれてきており、関係諸国への対応強化

も、政府とともに働きかけていきたいと思います。 

 

国内貨物輸送の約 4 割を担う重要な輸送モードである内航海運につきまして

も、船舶・船員の高齢化をはじめとする諸問題について、日本内航海運組合総

連合会と協調して対処して参ります。 

 

問題ばかり言及してきましたが、我々海事産業においても昨今、船上 IoT を

はじめイノベーションを起こす機運が高まってきております。 

北極海航路や自動運航船の話も登場してきました。国土交通省では、海運、

造船、海洋事業を推進するため、i-Shipping、j-Ocean のプロジェクトにより、

生産性革命へと大きく歩を進めようとしています。当協会も歩調をあわせ、会

員各社の事業の安定と成長のための応援をしていきたいと思います。 

 

初に述べた海運の重要性の認知度向上のためには、海運が若者にとって魅

力的な産業、会社になることが極めて重要であります。 

会員各社のなお一層の奮励を期待するとともに、外航船員、内航船員、水先

人、海洋事業従事者として働く職場の魅力についても、関係諸団体の皆様とと

もに積極的に広報していきたいと思います。 

我が国海事産業に関わる多くの皆様、そして将来を担う若者達とともに、日

本の海運の更なる成長に貢献できる様努力する決意でございますので、何卒ご

支援の程をお願い申し上げ、日本船主協会会長就任の挨拶といたします。あり

がとうございました。 

 

以上 
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